
循環器病リハビリテーション人材資格取得支援事業補助金（心臓リハビリテーション指導士）補助金交付要領 新旧対照表 

新 旧 

（通則） 

第１条 福井県循環器病リハビリテーション人材資格取得支援事業（心臓リハビ

リテーション指導士）補助金については、予算の範囲内において交付するもの

とし、福井県補助金等交付規則（昭和４６年福井県規則第２０号。以下「規

則」という。）および地域医療課所管補助金等交付要綱（昭和４６年４月１

日）に定めるもののほか、この要領に定めるところによる。 

 

（通則） 

第１条 福井県循環器病リハビリテーション人材資格取得支援事業【心臓リハビ

リテーション指導士】   については、予算の範囲内において交付するものと

し、福井県補助金等交付規則（昭和４６年福井県規則第２０号。以下「規

則」という。）および地域医療課所管補助金等交付要綱（昭和４６年４月１

日）に定めるもののほか、この要領に定めるところによる。 

 

（交付の目的） 

第２条 この事業は、                       

                   心臓リハビリテーション指導士の資格取得

を促進し、リハビリテーション体制の充実による患者の再発予防、健康寿

命の延伸に寄与することを目的とする。 

（交付の目的） 

第２条 この事業は、医療機関等が循環器病リハビリテーションに対応する

人材の資質向上のため、多職種による心臓リハビリテーション指導士の資

格取得を促進し、リハビリテーション体制の充実による患者の再発予防、

健康寿命の延伸に寄与することを目的とする。 

（事業主体） 

第３条 この補助金の事業主体は、次に掲げるもののうち、心臓リハビリテー

ション指導士の資格取得のため、特定非営利活動法人日本心臓リハビリ

テーション学会（以下、「学会」という。）が実施する認定試験の受験、また

は           学会が認定試験の受験資格を付与するために開催す

る心臓リハビリテーション研修（以下、「受験資格認定研修」）の受講に係る

費用を負担する県内の医療機関または医療従事者とする。 

（１）認定試験を受験する、または受験資格認定研修を受講する職員を有

する医療機関 

（２）医療機関に従事する者であって、当該医療機関から資格取得に要す

る経費の支援を受けない者 

（事業主体） 

第３条 この補助金の事業主体は、当該職員の心臓リハビリテーション指導

士の資格取得のため、特定非営利活動法人日本心臓リハビリテーション

学会（以下、「学会」という。）が実施する認定試験の受験、または翌年度の

認定試験受験のために    心臓リハビリテーション研修（以下、「受験資

格認定研修」）の受講に係る費用を負担する医療機関等とする。 

 

第４条～５条 （略） 

 

 

第４～５条 （略） 

（交付の条件） 

第６条 この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。 

（１）事業内容を変更（軽微な変更を除く。）する場合には、知事の承認を受け

（交付の条件） 

第６条 この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。 

（１）事業内容を変更（軽微な変更を除く。）する場合には、知事の承認を受け
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なければならない。 

（２）事業を中止し、または廃止（一部の中止または廃止を含む。）する場合に

は、知事に報告し、その指示を受けなければならない。 

（３）事業に係る関係書類の保存については、次のとおりとする。 

事業に係る収入および支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入およ

び支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿および証拠書類を事

業の完了の日（事業の中止または廃止の指示を受けた場合には、その

指示を受けた日）の属する年度の終了後５年間保管しておかなければな

らない。 

（４）事業を行う者が（１）から（４）により付した条件に違反した場合には、この

補助金の全部または一部を県に納付させることがある。 

（５）消費税法第５条に規定する消費税を納める義務がある者は、補助事業

完了後に、消費税および地方消費税の申告により補助金に係る消費税

および地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税およ

び地方消費税に係る仕入控除税額報告書を交付決定の翌年度８月末

までに知事に提出しなければならない。 

 なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部（または一

支社、一支所等）であって、自ら消費税および地方消費税の申告を行わ

ず、本部（または本社、本所等）で消費税および地方消費税の申告を行

っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行

うこと。 

 また、報告があった当該消費税および地方消費税に係る仕入控除税

額の全部または一部を県に納付させることがある。 

（６）事業と対象経費を重複して他の補助金等の交付を受けてはならない。 

なければならない。 

（２）事業を中止し、または廃止（一部の中止または廃止を含む。）する場合に

は、知事に報告し、その指示を受けなければならない。 

（３）事業に係る関係書類の保存については、次のとおりとする。 

事業に係る収入および支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入およ

び支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿および証拠書類を事

業の完了の日（事業の中止または廃止の指示を受けた場合には、その

指示を受けた日）の属する年度の終了後５年間保管しておかなければな

らない。 

（４）事業を行う者が（１）から（３）により付した条件に違反した場合には、この

補助金の全部または一部を県に納付させることがある。 

（５）補助事業完了後に、消費税および地方消費税の申告により補助金に係

る消費税および地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消

費税および地方消費税に係る仕入控除税額報告書を交付決定の翌年

度８月末までに知事に提出しなければならない。 

 

 なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部（または一

支社、一支所等）であって、自ら消費税および地方消費税の申告を行わ

ず、本部（または本社、本所等）で消費税および地方消費税の申告を行

っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行

うこと。 

 また、報告があった当該消費税および地方消費税に係る仕入控除税

額の全部または一部を県に納付させることがある。 

（６）事業と対象経費を重複して他の補助金等の交付を受けてはならない。 

 

第７～９条 （略） 

 

（その他） 

第１０条 この要領に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項

は別に定める。 

 

第７～９条 （略） 

 

（その他） 

第１０条 特別の事情により、第５条、第７条、第９条に定める算出方法、手続

きによることができない場合には、あらかじめ福井県知事の承認を受けて
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その定めるところによるものとする。 

附則 

 この要領は、令和６年３月２８日から施行し、令和６年４月１日以降に実施

される認定試験の受験または受験資格認定研修の受講から適用する。 

附則 

 この要領は、令和８年３月２７日から施行し、令和８年４月１日以降に実施

される認定試験の受験または受験資格認定研修の受講から適用する。 

附則 

 この要綱は、令和６年３月２８日から施行し、令和６年４月１日以降に実施

される認定試験の受験または受験資格認定研修の受講から適用する。 

 

 

 

 

別表      

 

福井県循環器病リハビリテーション人材資格取得支援事業 

（心臓リハビリテーション指導士） 

対象経費 基準額 補助率 

医療機関等が負担する受験ま

たは受験資格認定研修受講に

係る経費 

受講者 1名につき 1００，０

００円 

１／２以

内 

 

 

 

別表      

 

福井県循環器病リハビリテーション人材資格取得支援事業 

【心臓リハビリテーション指導士】 

対象経費 基準額 補助率 

医療機関等が負担する受験ま

たは受験資格認定研修受講に

係る経費 

受講者 1名につき 1００，０

００円 

１／２以

内 

 


